
第１９４回建築審査会次第 
（令和５年度 第２回） 

 
日時：令和６年１月１８日（木）     

午後４時から        
場所：山形市役所 １０階 委員会開催室 

１ 開 会 

２ 幹事長あいさつ 

３ 会長あいさつ 

４ 議長選出 

 ⑴ 建築審査会成立の宣言 

 ⑵ 議事録署名委員の指名 

５ 議 事  

 建築基準法第５５条第４項第二号の規定による許可について 

第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度を超える学校を 

新築しようとすることについて 

（日本大学山形高等学校）                   ・・・資料１ 

６ 報 告  

 建築基準法第４３条第２項第二号の規定による許可（包括同意）の 

事後報告について                        ・・・資料２ 

７ その他  

８ 閉 会 

 



資料１ 
議 事 

建築基準法第５５条第４項第二号の規定による許可について 

 

第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度を超える学校を 

増築しようとすることについて 

（日本大学山形高等学校）  

   

適用条文：建築基準法第５５条第４項第二号 

 

【申請概要】 

① 申請者 

  住  所：東京都千代田区九段南四丁目８番２４号 

  氏  名：学校法人 日本大学 理事長 林 真理子 

 

② 申請地の位置 

地名地番：山形市鳥居ケ丘２３７番 他１６筆 

  用途地域：第二種低層住居専用地域内 

防火地域：指定なし 

 

③ 申請地付近の状況 

山形市街地中心部の南側に位置し、敷地周辺は住宅地となっております。申請地の 
東側は国道１３号、西側は国道１１２号があり通学の利便が良い土地となっており 
ます。 

 
④ 計画建物概要 
  主要用途：学校（高等学校） 
  敷地面積：３０，２１０．９０ ㎡ 
  建築面積： ３，９１７．１７ ㎡（申請部分：１，５８３．８２ ㎡） 
  延べ面積：１０，０６６．７５ ㎡（申請部分：３，９９２．７３ ㎡） 
  構造規模：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上３階、塔屋１階 
  軒の高さ：１１．８１ｍ（申請部分：１１．２１ｍ） 
  最高の高さ：１２．４７ｍ（申請部分：１２．４７ｍ） 
  最高の高さ（申請地内）：２０．４５ｍ（第２体育館） 
 
⑤ 用途地域の変遷について 
   平成８年５月２１日に、山形市の住居系の用途地域が３種類から７種類に細分化 

  されました。申請地においても、周囲の土地利用状況から、第二種住居専用地域から  

  第二種低層住居専用地域に変更され、建築物の高さの限度が１２ｍと定められました。 



 

建築基準法（抜粋） 
 

（第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度） 
第五十五条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内において

は、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画におい

て定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 
２ 前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住 

居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で

定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特

定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの

限度は、同項の規定にかかわらず、十二メートルとする。 

３ 再生可能エネルギー源（太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源と

して永続的に利用することができると認められるものをいう。第五十八条第二項において同

じ。）の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築

物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定め

るものであつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認

めて許可したものの高さは、前二項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これ

らの規定による限度を超えるものとすることができる。 

４ 第一項及び第二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しな

い。 

一 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住

宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの 

二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許

可したもの 

５ 第四十四条第二項の規定は、第三項又は前項各号の規定による許可をする場合について準

用する。 

 

（道路内の建築制限） 
第四十四条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築

し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、

この限りでない。 
一 地盤面下に設ける建築物 
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上

支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 
三 第四十三条第一項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係

る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁

が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建

築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 
２ 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審

査会の同意を得なければならない。 
 



資料２ 

報 告 
法第４３条第２項第二号の規定による許可（包括同意）の事後報告について 
 

法第４３条第２項第二号許可件数 
（建築基準法第４３条第２項第二号による許可基準：平成３０年９月２５日施行） 
  審査会 
 
区分 

第１９３回審査会まで 
（平成１１年度以降） 

第１９４回審査会への 
報告件数※1 計 

包括同意 ３２５件 ３件 ３２８件 

個別同意 ４５件 ０件 ４５件 

※１ 令和５年１１月３０日現在 
※２ 上記の件数には、法第４３条第１項ただし書許可による件数も含まれます。 
   （建築基準法第４３条第１項ただし書による許可基準：平成１２年３月２４日施行） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


